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(1) 戦後の新制⼤学制度 
 戦後のわが国の教育制度は、アメリカ占領軍による⺠主化政策により、抜本的な教育改
⾰が実施された。すなわち、①「国⺠はその能⼒の応じて等しく教育を受ける権利を有す
る」（憲法第 26 条）とする国⺠の教育権および教育の機会均等の保証」、②「国⺠は⼈種 
信条、性別、社会的⾝分、経済的地位または⾨地によって教育上差別されない」（教育基
本法第 3 条）とする保証がなされ、その理念に基づいて教育改⾰が⾏われた。その結果、
わが国の戦後の教育制度は、戦前の教育⽬的によって差別化されていた「複線型教育制
度」から、「単線型の⺠主的教育制度」に再編成され、複雑な種別で構成されていた中等
教育制度は「中学校と⾼等学校」に、多様な⾼等教育制度は「4 年制⼤学と短期⼤学」に
単⼀化された。 
（注）⽇本の教育制度の変遷図は、藤永弘編著『⼤学教育と会計教育』創成社、14，15 ⾴
参照 
 新制⼤学の発⾜に伴い、⼤学の⽬的に関しては「⼤学は、学術の中⼼として、広く知識
を授けると共に、深く専⾨の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応⽤能⼒を展開させ
ることを⽬的とする」（学校教育法第 52 条）と明記された。そして⼤学の教育⽬的は、①
「専⾨的学問研究」、②「⼀般教育・教養教育による⼈間形成」、③「専⾨教育による職業
教育」という 3 本柱となった。 
 同時に多様な旧制⾼等教育機関を「新制⼤学」として整備すると共に、スムースに新制
⼤学に移⾏するため、そして新制⼤学の教育⽬的を適切に達成するために「⼤学設置基
準」が制定された。⼤学設置基準では「⼤学のあり⽅、⼤学の学部・学科別の「教育課程
および教育⽅法」について細部にわたり規定され、それに基づいて⽂部省（現在の⽂部科
学省）による⾏政指導が⾏われた。その結果。「⼤学の研究・教育の⽔準は⼀定に維持さ
れ、学術や⽂化の向上、豊かな活⼒ある社会の形成に必要な⼈材育成の場」として、⼤学
は多くの社会的貢献を果たしてきた。 
 しかし多⾯、⼤学設置基準による⼤学教育の対する細部にわたっての規制・指導は、
「⼤学教育の均⼀化・同⼀化・横並び化」をもたらすと共に、⼤学を取り巻く新しい社会
の変化、社会のニーズの変化への敏感な対応が出来ず、⼤学教育の硬直化を招くこととな
った。また⼤学の財政上の理由や教員の⼈的な理由もあるが、⼤学の研究・教育の「最低
基準」として設定された⼤学設置基準が「最⾼基準」となり、特⾊ある⼤学創り、特⾊あ
る教育改⾰の阻害要因となると共に、「⼤学設置基準の枠内での教育改⾰」に留まってき
たと⾔っても過⾔でない。 



(2) ⼤学を取り巻く環境の変化と教育改⾰ 
 ⽇本の⼤学は、新制⼤学に移⾏する中で、「ドイツ型⼤学モデルからアメリカ型⼤学モ
デル」に移⾏が⾏われた。しかし新制⼤学への移⾏の実態は、「形式的にはアメリカ型⼤
学モデルを導⼊しながら、ドイツ型⼤学モデル」も存続し、研究と教育の統合を⽬指した
⼤学制度として定着し発展してきた。 
 1950年年代から 1960年年代においては、⼤学進学率も少なく、⼤学も「エリート型の
⼤学時代」（⼤学進学率 15％以内）で、教授は最先端の研究を講義し、ゼミナールでは最
先端の学問を学⽣と⼀緒に⾏うことが可能であった。そして戦前からの研究と教育の統合
と⾔う「ドイツ型⼤学モデルの遵守とアメリカ型モデルの導⼊が⽇本の⼤学の特⾊」とな
った。 
 その後、1970年代前後の⼤学紛争は、「マス型⼤学の時代」（⼤学進学率 15％〜50％）
で、⼤学のあり⽅、⼤学教育のあり⽅等に対する疑問・問題点が投げかけられ、⼤学紛争
の中で教授会と学⽣、教員間で激しい真剣な議論が展開された。そして多くの⼤学で「⼤
学改⾰案」、「⼤学教育改⾰案」が提案された。しかし⼤学紛争の終焉と共に，殆ど改⾰案
は実現されず議論のみで終わった。 
 1980年代半ばから始まった⼤学の教育改⾰は、「マス型⼤学」から「ユニバーサル・ア
クセス型⼤学」（⼤学進学率 50％以上）の時代で、⼤学の教育現場から、⼤学の教員⾃⾝
から提起された教育改⾰で、⼤学内部の教員による真剣な討議の中で、「⼤学教育の質保
証」のために⼀致した点から実践に移していく教育改⾰であった。この教育改⾰は⼤学を
取り巻く環境の著しい変化が、⼤学⾃⾝、⼤学の教員⾃⾝が教育改⾰の必要性を痛感し、
⼤学の教育改⾰に真剣に取り組まなければ、⼤学教育の質保証が出来ず⼤学の存亡にかか
わる問題でもあるという認識が深まった証拠である。 
 
(3) 天野郁夫の⼤学教育改⾰の背景論 

① ⼤学教員が⽇常接している学⽣の変化 
⼤学・短期⼤学の進学率が 45％を超え、学⽣が学問や専⾨職業教育を求める者だけでな

く、「⾃分探し」に⼤学に来る者、学問研究に関⼼がない者が多数を占めている。その結
果、⼤教室の講義では「私語」をし、少⼈数のゼミナールでは「死語」となる学⽣を学問
に、学習にいかに動機づけるか、⼤学の教員は無関⼼ではいられない現実が⼤学内に広が
っている。 

② 学問⾃体の変化 
 先端的な学問分野での専⾨分化・⾼度化が進む⼀⽅、学際的・超越的な学問分野が次々
と登場し、19世紀の「知の体系」が⼤きく揺らいでいる。これを反映して、新名称の学
部・学科の登場や、既存学部・学科の名称変更が相次いでいる。したがって、⼤学の教育
においては、授業科⽬、カリキュラムのへんこうが要請される。 

③卒業後の就職先の急速な変化 



 学部の専⾨教育と職業との対応関係の希薄化や、専⾨的知識・技術が⻑期間にわたり直
接仕事に役⽴たなくなり、専⾨的であればあるほど知識・技術のリフレッシュが必要な
「⽣涯学習」の時代に⼊った。このような⼤学の内部・外部に変化から、⼤学が 4 年間の
学部教育にどのような理念を掲げ、その達成に向けて教育を如何に編成するか、⼤学⾃体
が真剣に教育改⾰に取り組まなければならなくなった。 
 
(4) 1993 年の「⼤学設置基準の改正」の背景 

① 「政治・経済・産業等の社会の著しい変化」や「急速な技術⾰新の進展」 
 このような社会の変化、技術の進展の中で、適⽤可能な⾼度の専⾨知識・能⼒を有する
⼈材の育成や社会⼈の再教育に対する⼤学への期待の増⼤ 

② 「情報・通信技術の進展に伴う⾼度情報化社会」や「グローバル化の進展」 
このような⾼度情報化社会、グローバル化社会の中で、適⽤し活躍できる⼈材の育成に
対する⼤学への期待の増⼤ 

③ 「⽣涯教育の場・⽣涯学習の場」 
 ⼀般社会⼈が急速に変化する社会へ対応していくために必要な教育としてのリフレッシ
ュ教育、リカレント教育へのニーズ、期待の増⼤ 
④ 「⼤学への進学⽬的意識の不明確な学⽣」 

 学習意欲・知的好奇⼼・知的関⼼・知的満⾜を養うための教育改⾰の必要性の増⼤ 
⑤  「193 年を頂点とした 18 歳⼈⼝の減少」 

 18 歳⼈⼝の減少に伴う対応としての「魅⼒ある⼤学」と「特⾊ある⼤学」創りの必要性
の増⼤ 
 このような⼤学を取り巻く環境の変化の中で、「⼤学が新たな多様な社会的ニーズと期
待に敏感に応え得る⼤学創り」を促すと共に、「⼤学の教育改⾰への積極的な取り組みを
容易にし、教育の特⾊化、個性化、多様化を可能ならしめる」ことを⽬的として「⼤学設
置基準の改正」が⾏われた。「⼤学設置基準の⼤綱化、弾⼒化」は、⼤学経営者⾃⾝、⼤
学教員⾃⾝、⼤学職員⾃⾝による⼤学改⾰、⼤学教育改⾰への取り組みを容易にし、⼤学
の⾃⼰改⾰による教育の特⾊化、個性化、多様化を可能ならしめることを⽬的としたもの
である。 
 
(5) 21 世紀の時代はいかなる時代か 
「21 世紀の⼤学像」を考察するに当たって、「20世紀はいかなる時代であったか」、「21
世紀はいかなる時代か」を考察したものであるが、21 世紀も 23 年が経過する中で、「AI
を含むデジタル化時代」、「新グローバル化時代」、「地球規模での異常気候の時代」など新
しい時代への対応が求められいる。 

① グローバル化時代 
② ⾼度情報化時代 



③ 価値観多様化時代 
④ 地球環境保全時代 
⑤ ⽣涯教育・⽣涯学習時代 
⑥ 世界各国との共⽣時代 
⑦ 地⽅分権化の時代 

 
(6) 21 世紀の⼤学像 

21 世紀は、まさに「変⾰の時代」、「多様化の時代」でもあることから、⼤学に対し
ても社会から多様なニーズと多様な期待が要請されることになる。したがって、「⼤学
は、社会のニーズに適切に応えると共に、社会をリードする⼤学」、「⼤学は地域に根
差すと共に、世界に拓かれた⼤学」であることが求められる。また、⼤学は変⾰の時
代の多様な社会的ニーズに適切に応ええるためには、従来の横並び的、均⼀的、画⼀
的、同質的な⼤学から「多様な教育理念、教育⽬標有する多様な設置形態の⼤学」が
展開される必要がある。 
 また、「マーチン・トロ―の⾼等教育制度の段階的移⾏論」で指摘されているよう
に、⼤学は進学率の上昇に伴い「エリート型⼤学」（18 歳⼈⼝の⼤学進学率 15％以
下）から「マス型⼤学」（⼤学進学率 30％〜50％）へ、そして「ユニバーサル・アク
セス型⼤学」（⼤学進学率 50％以上）移⾏している。⽇本の⼤学教育は、今まで経験
したことがない「ユニバーサル・アクセス型⼤学教育に適合した教育課程および教育
⽅法・教授法の研究』と共に、「⼤学教員の意識改⾰」が必要である。 
 このような⼤学を取り巻く外部環境の変化、⼤学内部の教育環境の変化に適合する
ためには多様な⼤学の設置形態が求められる。 

① 「研究中⼼の⼤学」、「教育中⼼の⼤学」、「研究と教育の両⾯を重視した⼤学」 
② 「学部教育中⼼の⼤学」、「⼤学院教育中⼼の⼤学」、「学部教育と⼤学院教育の 
並⽴の⼤学」 

③ 「教養教育を重視する⼤学」、「専⾨教育を重視する⼤学」、「教養教育と専⾨教育
を重視する⼤学」、「最先端教育を重視する⼤学」 

④ 「地域社会で活躍する⼈材を養成する⼤学」、「国際社会で活躍する⼈材を養成す
る⼤学」 

⑤ 「昼間部教育中⼼の⼤学」、「夜間部教育中⼼の⼤学」、「昼夜開講制の⼤学」、「通
信教育中⼼の⼤学」、「オンライン教育中⼼の⼤学」 

⑥ 「フルタイム学⽣中⼼の⼤学」、「フルタイム学⽣とパートタイム学⽣の両⾯の⼤
学」 

⑦ 「⽇本⼈中⼼の⼤学」、「世界各国の学⽣を受け⼊れる⼤学」など 
⼤学は、「知の探究・知の継承の拠点」として社会的存在意義を有する「社会制

度・社会システム」の⼀つであることから、⼤学を取り巻く環境の変化を冷静に・



科学的に考察し、「社会のニーズに応えると共に、社会をリードする⼤学」と共に
「地域社会に根差すと共に、世界に拓かれた⼤学」が 21 世紀の⼤学像である。 


